＜次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画＞
株式会社ヒカリ　行動計画

＜次世代法＞
社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
１．計画期間
　令和６年６月１日　～　令和１１年３月３１日
２．目標と取組内容
	目標１：計画期間内に、男性従業員の育児休業について、１人以上の取得を目指す。

	■令和　６年　６月～
	社内規定や法制度について全体へ周知する

	■令和　６年　６月～
	取得希望者に向けた個別面談を実施する



	目標２：計画最終年度における毎月の平均所定外労働時間について、5時間／月未満を維持する 

	■令和　８年　３月～
	所定外労働時間の発生状況について実態を把握

	■令和　８年　４月～
	特に多く発生している従業員を対象に削減への対策を検討・実施

	■令和　９年　３月～
	発生状況のとりまとめと状況に応じたフォロー



＜女性活躍法＞
職業生活と家庭生活とを両立し、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うとともに女性の活躍に必要なワーク・ライフ・バランス、職場環境設備を目的とした行動計画を次のように策定する。
１．計画期間
　令和６年６月１日　～　令和１１年３月３１日
２．目標と取組内容
	目標：従業員の年次有給休暇の平均取得日数について、年間１１日の取得を目指す。

	■令和　６年　６月～
	年次有給休暇の取得状況について実態を把握
時間有休制度のシステムを導入し、取得しやすくするとともに、従業員へ周知する

	■令和　７年　６月～
	取得状況のとりまとめと状況に応じたフォロ―





